
委託訓練受講までの流れ

ハローワークでの手続き

ハロートレーニング実施施設での手続き
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ハロートレーニング（離職等者訓練）は、再就職の実現に当たって必要となる知識・技能を習得するための訓練です。受講す

るためには、ハローワークに求職申込みをした後、ハロートレーニングを実施する施設等が行う面接等の選考に合格し、ハロー

ワークにおいて、受講あっせんを受ける必要があります。

□なお、受講あっせんは、ハローワークでの職業相談を通じて①訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められ、

かつ、②訓練を受けるために必要な能力等を有するとハローワークが判断した方に対して行います。

（※在職者訓練と学卒者訓練は、県立産業技術短期大学校等の公共職業能力開発施設のおいて、直接受講申し込みを受け付けて

います。）


